
 

平 成 23 年 4 月 2 6 日 

 

自 治 会 長 様 

 

北栄町長 松 本 昭 夫 

                                               （公 印 省 略） 

 

 

高齢者サークル活動支援事業について 

 

 

 平成 23 年度より、新規事業として「高齢者サークル活動支援事業」を実施し

ます。この事業は、要援護者を含む高齢者 5 名以上で作るサークルに支援をす

ることで、要介護状態になることの防止、また要介護の方の状態を悪化させな

いようにする事業です。 

 詳細は下記のとおりですので、公民館等の利用がある場合はご協力よろしく

お願いします。 

 

記 

 

 ・対象となるサークルの条件 
  ① 概ね 65歳以上の高齢者 5名以上でつくるサークル。 
  ② メンバーの中に要援護者（独居で閉じこもりがちな方、要介護認定者 
    等）１名以上を含む。 
  ③ 年間を通じて週１回程度継続的に活動するサークル。 
  ④ 内容は囲碁、将棋、手芸、グラウンドゴルフ、体操など介護予防や閉 
    じこもり予防となる趣味活動。 
  ⑤ 他の補助金等で助成を受けていないサークル。 
 
 ・助成金額  月額２，０００円 

担当：福祉課 黒田  

TEL ：37‐5852 FAX ：37－5339

E ﾒｰﾙ:kuroda@e-hokuei.net 

資料№14 



サークルの条件は 

 

介護予防とは？ 

活動報償費 

 
 

 元気な高齢者がなるべく要介護状態にならないよう

に、そして介護が必要な人もそれ以上悪化させない

ようにする取り組みです。 

 閉じこもりにならず、自分らしく生き生きと

暮らしていけるよう気の合う仲間や同じ趣味の

仲間で楽しく活動することが気軽にできる介護

予防になります。 

 そこで、北栄町では、次のような高齢者サークルに対して支援することで、

介護予防活動を推進します。 

 

 

 ① 概ね６５歳以上の高齢者 5人以上でつくるサークルです。 

② 日常生活に不安や困難を感じている方を支援する活動です。 

③ 年間を通じて継続的（おおむね週一回）に活動します。 

 ④ 内容は囲碁、将棋、手芸、グランドゴルフや体操など、

介護予防や閉じこもりになることを防ぐような趣味活動

とします。 

⑤ 老人クラブや他の団体などから助成を受けていないこと。 

 

 

 町より、サークルに対し、月額2千円を代表の方へ支払います。 

 
 お問合せ先 

北栄町福祉課福祉係 黒田 
℡37-5852 FAX37-5339 

E ﾒｰﾙ kuroda@e-hokuei.net 


